
 
 
 

報告事項１．令和２年度 事業活動報告に関する件 
 
 

令和２年度 静岡県本部 事業活動報告書 
 

自 令和 ２ 年 ４ 月 １日 

至 令和 ３ 年 ３ 月３１日 

 
 
Ⅰ 公益目的事業の実施 

 

１．宅地建物取引業に係る取引に関する紛争を解決する事業 

 

○苦情の解決業務 
 

宅地建物取引業法第６４条の５に基づく苦情の解決業務を確実に実施し、会員が取り扱

った宅地建物取引業に関する取引に対する一般消費者等からの苦情申出について、取引相

談委員会において迅速・適切な解決を図った。 

 

媒介に係る苦情受付 １件（取扱終了） 

 

 

○弁済業務 
 

宅地建物取引業法第６４条の３並びに第６４条の８に基づく弁済業務を適正かつ確実に 

実施し、会員と宅地建物取引業に関し取引をした者の有するその取引により生じた債権に

関し、取引相談委員会を開催し、認証上申審査を行い迅速な処理に努めた。 

 

 

○求償業務 
 

総本部と連携強化を図り、求償債務者に対する資産調査・情報収集等を行い求償債務者

の状況に応じた活動により、効率的な求償債権の回収に努めた。 
 

 

 

２．宅地建物取引業に関する研修事業 

 

○教育研修（法定研修）業務 
 

宅地建物取引業法第６４条の３第１項第２号に基づく「研修業務」を次のとおり実施した。 
 

（１） 会員その他の宅地建物取引業の業務に従事し、又は従事しようとする者に対し、宅

地建物取引業に必要な知識及び能力についての研修を実施し、宅地建物取引に関す

る紛争を未然に予防し、もって、消費者の利益を保護するとともに宅地建物取引業

の適正な運営と取引の公正を確保するため、研修会実施要綱に基づき法定研修会を

実施した。 
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開催日 会 場 研 修 内 容  受講数 

2.6.8 

～9.7 
 

ｅラーニング法定研修 

１．「不動産取引における紛争事例と解決のポイントⅡ」 

  講師：弁護士 江口正夫氏 

２．「２０２０年度 税制改正のポイント」 

講師：税理士 上野雄一氏 

249 名 

2.11.27 

2.12.11 

2.12.14 

アクトシティ浜松

プラサヴェルデ 

あざれあ 

第１回 法定研修会（一般研修） 

第１部  

「改正民法（契約不適合責任）のあらましと注意点」 

 講師：花みずき法律事務所 弁護士 谷川樹史氏 

第２部  

「民法改正における契約書の実務ポイント 宅建業法

改正による重要事項説明の留意点」 

～法令遵守だけじゃない！日常業務にも落とし穴～ 

講師：（公財）不動産流通推進センター 並木英司氏 

273 名 

   

（２）その他 

    新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、講義型研修の開催回数が減ってしまったた

め、「民法（債権法）改正における実務ポイント」冊子を全会員に配布した。 

      

 

３．その他宅地建物取引業に係る取引に関する紛争の予防又は解決に資する事業 

 
○手付金等保管事業 
 

宅地建物取引業法第６４条の３第２項の規定に基づく「手付金等保管事業」を次のとお

り実施した。 
 

   （１）令和２年度における寄託金証書の発行はなかった。 
 
   （２）手付金等保管制度ＰＲ用ステッカー、パンフレットにて、当制度の周知並びに啓蒙

に努めた。 
 

○手付金保証業務 
 

宅地建物取引業法第６４条の３第３項の規定に基づく「手付金保証業務」を次のとおり

実施した。 
 

   （１）令和２年度における手付金保証書付証明書の発行はなかった。 
 
   （２）手付金保証制度ＰＲ用ステッカー、パンフレットにて、当制度の周知並びに啓蒙に

努めた。 
 

○一般保証業務 
 

（１）宅地建物取引業に関し取引をした消費者等の利益の擁護を一層充実強化する目的か

ら、平成２４年度より利用募集を開始した一般保証業務について運用体制の充実を図

った。 
 

（２） 令和２年度における一般保証証書の発行はなかった。 
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Ⅱ その他の活動の実施 

 
○広報関係業務 

 
公益社団法人 全日本不動産協会静岡県本部と連携し、業界の情報提供および広報活動

の充実を図るため、全日速報の発行や、ホームページの維持管理及び機能追加を通じた会

員向けサービス、コンテンツの充実に努めた。 
 
 

○組織活動の充実強化 
 

令和２年度社員入退会状況は次のとおりである。なお、入会にあたっては公正な入会審査

を行い、優良会員の加入促進に努めた。 

 

 

 

 

 
 

○総務関係業務 
（１）管理等 

   ①第４８回定時総会の運営及び開催 
    資料送付日  令和２年５月７日 
    開 催 方 法  代議員に対して書面にて目的事項を報告 
    総代議員数  ６６名 
    目 的 事 項  報告事項 １．令和元年度事業活動報告に関する件 
                ２．令和元年度度決算報告に関する件 
                ３．令和元年度監査報告に関する件   
                ４．令和２年度事業活動計画に関する件 
                ５．令和２年度収支予算に関する件 
 

（２）会議開催状況は次のとおりである。 
会議名 開催日 回数 

定時総会 ５／７（代議員に資料を送付した日） １回 
理事会（全日と合同） ４／１７（書面） 

７／１７、１１／２０、２／２５ ４回 

常務理事会（全日と合同）  －回 
監査会 ４／９、１１／１０ ２回 
総務委員会（全日と合同） ６／１８、９／３、１／２９ ３回 
財務委員会（全日と合同） １１／１０ １回 
組織委員会（全日と合同） ６／１６、９／８ ２回 
広報委員会（全日と合同） ６／１６、９／８ ２回 
教育研修委員会 ６／１１、８／１１（書面） ２回 
入会資格審査委員会（全日と合同） ６／１６、９／８ ２回 
綱紀委員会（全日と合同）  －回 
取引相談委員会 ６／９、７／１７ ２回 
代議員選挙管理委員会 ３／１５、３／２５ ２回 
選挙会  －回 

 

 加 入 退 会 

主たる事務所 ４８社 ２９社 

従たる事務所 ８ヶ所 ５ヶ所 
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